
「茅ヶ崎市自治基本条例（素案 」についての）

パブリックコメント実施結果

－ご協力ありがとうございました。－

平成２１年８月１１日（火）～ 平成２１年９月１０日（木）１ 募集期間

４２８件２ 意見の件数

９１人３ 意見提出者数

４ 内容別の意見件数

項 目 件 数 ※ 項 目 件 数※
前文 26 18 総合計画等 2

１ 目的 13 19 財政運営等 1

２ 条例の位置付け 36 20 行政評価 4

３ 用語の意味 18 21 行政手続 1

４ 自治の基本理念 14 22 苦情等への対応 9

５ 市民の権利 26 23 監査 25

６ 市民の責務 14 24 職員通報 4

７ 事業者の責務 25 コミュニティ 99
８ 議会の責務 4 26 協働 6

９ 議員の責務 9 27 市民活動の推進 2

10 市長の責務 4 28 住民投票 28

11 職員の責務 4 29 国等との連携等 4

4 3312 市政運営の基本原則 30 条例の検証等

13 説明責任 2 31 施行期日等 1

14 情報共有 5

15 情報の管理等 3 その他の意見 81

合 計 428
16 市民参加 20

17 政策法務等 7

※「茅ヶ崎市自治基本条例（素案 」の項目番号）

茅ヶ崎市 企画部企画調整課自治行政担当
（代表）5 0467-82-1111

e-mail:kikaku@city.chigasaki.kanagawa.jp
















































































































































































	前文
	前文

	mokuteki.pdf
	１　目的

	条例の位置
	２　条例の位置付け

	用語
	３　用語の意味

	基本理念
	４　自治の基本理念

	権利
	５　市民の権利

	責務
	６　市民の責務

	事業者
	７　事業者の責務

	議会
	８　議会の責務

	議員
	９　議員の責務

	市長
	１０　市長の責務

	職員
	１１　職員の責務

	市政運営の基本原則
	１２　市政運営の基本原則

	説明
	１３　説明責任

	情報共有
	１４　情報共有

	情報管理
	１５　情報管理

	市民参加
	１６　市民参加

	１７
	17政策法務等

	１８１９
	18総合計画・19財政運営

	２０２１
	20行政評価・21行政手続

	２２
	22苦情等への対応

	２３
	23監査

	２４
	24職員通報

	２５
	25コミュニティ

	２６
	26協働

	２７
	27市民活動の推進

	２８
	28住民投票

	２９
	29国等との連携等

	３０
	30条例の検証等

	３１
	31施行期日等

	
	その他(修正版)


